
問い合わせ　市オープンシティ・プロモーション室　☎27-8463

　市は、東京都内の大学または大学院の東京圏内のキャンパスに通う卒業・修了年度の学生の人へ、県
内の企業の就職活動に参加するための交通費やその後の釜石市への引越し費用の一部を支援します。
■釜石市地方就職支援事業補助金
　【補助金額】（在学中）就職活動の交通費　　　　　　上限  15,200円
　　　　　　　（卒業・修了後）釜石市への引越し費用　上限108,000円
※申請には条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

【地方就職支援金】	岩手県内企業への就職活動の交通費および
	 移住に係る移転費を支援します
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募集対象　市内に住む令和２年４月２日～令和５年４月１日までに生まれた児童
募集期間　10月10日㈮～31日㈮
申込方法　希望園に直接お申し込みください
募集内容

施設名 所在地 電話番号 年齢別の募集人数 給
食

バ
ス 選考方法３歳児 ４歳児 ５歳児

認
定
こ
ど
も
園（
幼
稚
園
部
分
）

かまいしこども園 天神町5-13 ☎27-8273 ５人 ５人 ５人 〇 ― 先着順
甲 東 こ ど も 園 野田町4-6-8 ☎23-7290 10人 4人 11人 〇 〇 面接
正 福 寺 幼 稚 園 甲子町10-8-4 ☎23-6885 ５人 2人 4人 〇 〇 面接
平 田 こ ど も 園 大字平田4-10-2 ☎26-5353 5人 3人 5人 〇 ― 書類選考

神 愛 こ ど も 園 上中島町4-2-20 ☎23-1553 5人 5人 4人 〇 ― 先着順
・面接

市立上中島こども園 上中島町3-5-17 ☎23-7967 3人 1人 2人 〇 ― 先着順
・面接

保 育 料　�無料です。ただし、教育時間前後と長期休暇中の預かり保育や教材費、給食費、バス代などは、
利用に応じて園で実費負担があります。

そ の 他　今回の募集は、認定こども園（幼稚園部分）のみです。
　　　　　�認定こども園（保育部分）や保育所などへの入園募集は、広報かまいし11月１日号でお知ら

せします。
　　　　　�市立鵜住居幼稚園は令和８年４月１日から休園するため、令和８年度の園児募集は行いません。

幼稚園児を募集します

特 定 計 量 器 定 期 検 査

令和8年
4月入園

問い合わせ　市こども家庭課 子育て支援係　☎ 22-5121

問い合わせ　市生活環境課 市民生活係　☎ 27-8451

　取り引きや証明に使用するはかりは、計量法で定期検査を受けることが義務付けられています。該
当者は必ず受検してください。
○検査対象のはかり
　・商店、市場、スーパーマーケットなどで計り売りするために使用しているはかり
　・�病院、学校や幼稚園、保育所などで、体重を健康診断書などに記入し、第三者に示すために使用

しているはかり
　・薬局で、調剤のために使用しているはかり
　・運送業や倉庫業、資源リサイクル業などで使用しているはかり など
○検査当日持参するもの　はかり、計量器定期検査通知書（はがき）、手数料
○検査日程

日　　時 場　　所
10 月 27 日㈪ 13時～ 16時 片岸集会所

10 月 28 日㈫
9時～ 11時30分 唐丹町漁協 保管作業施設前
13時30分～ 16時 釜石・大槌地域産業育成センター前

10 月 29 日㈬～ 30 日㈭ 9時～ 12時
13時～ 16時 沿岸広域振興局 正面玄関ロビー

10 月 31 日㈮ 9時～ 12時 沿岸広域振興局 正面玄関ロビー

【沿岸広域振興局で受検を希望される人へお願い 】
　正面玄関に駐車する場合は、重量のある計量器や検査数が多い計量器の搬入・搬出などのやむを得
ない場合とし、検査中は来庁者駐車場をご利用いただくようご協力をお願いします。

問い合わせ　市都市計画課 建築住宅係　☎27-8435

問い合わせ　市水産農林課 林業振興係　☎27-8426

　市は、9月30日までとしていた「安全安心リフォーム工事助成事業」の申込期限を12月26日㈮まで延
長します。
　契約、工事を行う前に手続きが必要ですので、希望する人はあらかじめ市都市計画課にご相談くださ
い。
❶安全安心リフォーム工事助成事業
　次のリフォーム工事を行う場合、その費用の一部を補助します。
　対象住宅　申請者が床面積の２分の１以上を所有する住宅(併用住宅の場合は住居部分)
　対象工事　次のすべての要件を満たすリフォーム工事
　　・床の段差解消・手すり設置（１室以上）
　　・家具などの転倒防止器具を２カ所以上設置
　　・�住宅の修繕、補修、模様替えなどの住宅の機能維持や、機能向上のための改築、増築のリフォー

ム工事
　補 助 額　工事費用の３分の２（上限20万円）
　施工者条件　県内に住所を持つ個人事業者や県内に本店を置く法人
　募集件数　若干数（先着順のためお早めにご相談ください）
　募集期限　12月26日㈮（先着順）

　秋はクマが冬眠に向け、餌を求めて活発に動き回る季節です。これからの季節は
特に、遭遇しない・寄せ付けないための対策を十分に行い、被害を未然に防ぎま
しょう。

　9 月1 日に鳥獣保護法が改正され、人の生活圏にクマやイノシシが出没した場合、安全確保した上で、
市町村判断での銃猟が可能となりました。緊急銃猟では、次の4つの条件を満たす場合に実施することが
できます。
　条件①：クマやイノシシが人の日常生活圏に侵入していること
　　　　※侵入する恐れが大きいことを含む
　条件②：�クマやイノシシによる人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要であること
　条件③：銃猟以外の方法では的確かつ迅速な捕獲などが困難であること
　条件④：住民や第三者に銃猟による危害を及ぼす恐れがないこと
　市は、市民の皆さんの命と暮らしを守ることを第一に考え、クマなどが人の生活圏に出没した場合は、
追い払いや罠による捕獲、緊急銃猟など、状況に応じて適切な対応ができるような体制整備を進めていき
ます。

住宅関係の補助金などの募集の延長
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ツキノワグマの被害に遭わないために

緊急銃猟制度が始まります
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